
○大田市福祉医療費助成条例 

平成１７年１０月１日 

条例第１０５号 

改正 平成１８年３月２３日条例第１２号 

平成１８年９月２６日条例第４１号 

平成１９年３月２７日条例第１０号 

平成２０年３月２４日条例第１０号 

平成２０年６月２３日条例第２７号 

平成２３年１２月２６日条例第１９号 

平成２４年１２月２５日条例第５０号 

平成２６年６月３０日条例第２７号 

平成２６年１２月１９日条例第３８号 

（目的） 

第１条 この条例は、福祉医療対象者に対して医療費を助成すること

により福祉医療対象者の健康の維持と生活の安定を図り、もって福

祉医療対象者の福祉の増進に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において「福祉医療対象者」とは、大田市内に居住

地を有する者であって次の各号のいずれかに該当するもの（第２号、

第３号、第４号、第５号又は第６号に該当する者にあっては、大田

市外の児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に規定する児童福

祉施設へ入所している者（同法第２７条第１項第３号又は第２７条

の２の規定による入所措置がとられた場合に限る。）、又は大田市

外の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号）第５条第１１項に規定する障害者支

援施設又は同条第１項の厚生労働省令で定める施設へ入所している



者、又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法（平

成１４年法律第１６７号）第１１条第１号の規定により独立行政法

人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設に入所し

ている者を含む。）をいう。ただし、別表第１に掲げる者を除く。 

（１） ６５歳以上の者であって、３箇月以上にわたって常時臥床

し、日常生活における基本的動作に他人の介護を必要とし、今後

もその状態が継続すると市長が認めた者 

（２） 児童福祉法第１２条に規定する児童相談所又は知的障害者

福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１２条に規定する知的障害

者更生相談所（以下「判定機関」という。）が重度と判定した知

的障害児若しくは知的障害者 

（３） 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条

第４項の規定による身体障害者手帳（以下「身体障害者手帳」と

いう。）に身体上の障害程度が１級又は２級であるとされている

者 

（４） 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法

律第１２３号）第４５条第２項の規定による精神障害者保健福祉

手帳（以下「精神障害者保健福祉手帳」という。）に精神上の障

害程度が１級であるとされている者 

（５） 判定機関が身体又は精神に相当の障害を有し重度と同程度

と判定した知的障害児又は知的障害者 

（６） 身体障害者手帳に身体上の障害程度が３級又は４級である

とされており、かつ、精神障害者保健福祉手帳に精神上の障害程

度が２級であるとされている者 

（７） 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９

号）第６条第１項に規定する配偶者のない女子及び同条第２項に



規定する配偶者のない男子であって、次のいずれかに該当する者

（以下「児童」という。）を養育するもの（別表第１第４項にお

いて「配偶者のない者」という。）及び当該児童 

ア １８歳に満たない者 

イ １８歳に達した者のうち、学校教育法（昭和２２年法律第２

６号）による高等学校若しくは高等専門学校の第３学年までの

学年、同法による特別支援学校の高等部又は同法による専修学

校の高等課程の第３学年までの学年に在学している者。ただし、

２０歳に達した者を除く。 

２ この条例において「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律

及びこれに基づく命令をいう。 

（１） 健康保険法（大正１１年法律第７０号） 

（２） 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号） 

（３） 船員保険法（昭和１４年法律第７３号） 

（４） 国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号。他の

法律において準用する場合を含む。） 

（５） 地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）  

（６） 私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号）  

（７） 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０

号） 

３ この条例において「社会保険各法以外の法令等」とは、次の各号

に掲げる法律及びこれに基づく命令並びに通知をいう。 

（１） 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 

（２） 麻薬及び向精神薬取締法（昭和２８年法律第１４号）  

（３） 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

（平成１０年法律第１１４号） 



（４） 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律 

（５） 児童福祉法 

（６） 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成２６年法律

第５０号） 

（７） 肝炎治療特別促進事業実施要綱（平成２０年３月３１日厚

生労働省健発第０３３１００１号健康局長通知） 

４ この条例において「被保険者等」とは、社会保険各法に定める被

保険者、組合員若しくは被扶養者（これらの者であった者を含む。）

又は社会保険各法以外の法令等に定める医療費で規則で定めるもの

を負担する患者、その配偶者若しくは民法（明治２９年法律第８９

号）第８７７条第１項に規定する扶養義務者（別表第１第４項にお

いて「扶養義務者」という。）をいう。 

（助成の範囲） 

第３条 市は、福祉医療対象者が福祉医療費医療証（以下「医療証」

という。）又は福祉医療費資格証（以下「資格証」という。）によ

り病院若しくは診療所又は薬局等（以下「医療機関等」という。）

において次の各号に掲げる療養又は医療を受けた場合に、当該療養

又は医療に要する費用（以下「対象医療費」という。）のうち、社

会保険各法又は社会保険各法以外の法令等に定める被保険者等が負

担することとなる費用の額（社会保険各法に定める附加給付金があ

るときは当該附加給付金の額に相当する額を控除した額とする。以

下「本人負担額」という。）から医療機関等（薬局、柔道整復施術

所、はり・きゅう及びあんま・マッサージ施術所、治療用装具製作

所及び訪問看護ステーションを除く。）ごとに１月につき対象医療

費の１００分の１０に相当する額（当該額が別表第２に定める金額



を超える場合は、同表に定める額。以下「控除額」という。）を控

除した額（以下「助成対象額」という。）を助成するものとする。

この場合において、市長は、特別の事由があると認められるときは、

控除額を減額することができるものとする。 

（１） 社会保険各法に定める療養の給付又は保険外併用療養費、

療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養

費の支給の対象となる療養又は医療 

（２） 社会保険各法以外の法令等に定める療養又は医療（前号の

療養又は医療に相当するものに限る。） 

２ 前項の場合において、歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて

行う医療機関等は、歯科診療及び歯科診療以外の診療においてそれ

ぞれ個別の医療機関等であるものとみなす。 

（助成の開始等） 

第４条 助成は、医療証又は資格証（以下「医療証等」という。）の

交付を申請した日（以下「交付申請日」という。）の属する月の初

日から行うものとする。ただし、大田市外から大田市内に居住地を

有することになった者に対する助成は、大田市内に居住地を有した

日から行うものとする。 

２ 医療証等は、毎年１０月１日に更新するものとする。ただし、７

月から９月までに医療証等の交付を申請した者に係る最初の医療証

等の更新の時期は、交付申請日の属する年の翌年の１０月１日とす

る。 

（助成の方法） 

第５条 助成は、助成対象額を療養又は医療を受けた医療機関等に支

払うことによって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、規則で定める場合において、被保険者



等が医療機関等に本人負担額を支払ったときにおける助成は、被保

険者等に助成対象額を支払うことによって行う。 

３ 第１項の規定により市が助成対象額を医療機関等に対して支払っ

た場合において、被保険者等が当該助成対象額について社会保険各

法に定める高額療養費若しくは高額介護合算療養費又は附加給付金

を受けたときは、被保険者等は、当該高額療養費若しくは高額介護

合算療養費又は附加給付金に相当する額を市に納付しなければなら

ない。 

（医療証等の交付） 

第６条 市長は、福祉医療対象者に対し、被保険者等又は民法第８３

８条の規定による後見人の申請に基づき医療証を交付するものとす

る。ただし、規則で定める者にあっては、資格証を交付するものと

する。 

（医療証等の提示） 

第７条 福祉医療対象者は、療養又は医療を受けようとするときは、

当該療養又は医療を受ける医療機関等に対して医療保険証等ととも

に医療証等を提示しなければならない。 

（助成費の申請） 

第８条 第５条第２項の規定により医療費の助成を受けようとする者

が行う申請手続等については、規則で定める。 

２ 前項の規定による申請は、福祉医療対象者が医療機関等に本人負

担額を支払った日から起算して２年以内に行わなければならないも

のとし、当該期間内に申請がなされなかった本人負担額については、

第４条の規定にかかわらず、助成を行わないものとする。 

（届出の義務） 

第９条 医療証等の交付を受けた者は、居住地、氏名その他の規則で



定める事項について変更があったとき、又は医療費の助成を受ける

資格を失ったときは、その事由が発生した日から１４日以内に規則

で定めるところにより市長に届け出なければならない。 

（医療証等の再交付） 

第１０条 医療証等を破損し、又は亡失した者は、速やかにその旨を

市長に届け出なければならない。 

２ 前項の規定による届出があった場合には、市長は、医療証等を再

交付するものとする。 

（損害賠償との調整） 

第１１条 市長は、助成事由が第三者の行為によって生じた場合にお

いて、被保険者等が当該医療に関し損害賠償を受けたときは、その

価額の限度において助成対象額の全部若しくは一部を助成せず、又

は既に助成した助成対象額の額に相当する額を返還させることがで

きる。 

（不正利得の徴収） 

第１２条 市長は、偽りその他不正の行為によってこの条例による助

成を受けた者があるときは、その者から既に助成した費用の全部又

は一部を返還させることができる。 

（委任） 

第１３条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１７年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の大田市福祉医療費助

成条例（昭和４８年大田市条例第１号）、温泉津町福祉医療費助成



条例（昭和４８年温泉津町条例第１０号）又は仁摩町福祉医療費助

成条例（昭和４８年仁摩町条例第１１号）の規定によりなされた処

分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなさ

れたものとみなす。 

附 則（平成１８年条例第１２号） 

１ この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の大田市福祉医療費助成条例の規定は、平

成１８年４月１日以後に受ける療養又は医療に係る助成について適

用し、同日前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお従

前の例による。 

附 則（平成１８年条例第４１号） 

１ この条例は、平成１８年１０月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の大田市福祉医療費助成条例の規定は、平

成１８年１０月１日以後に受ける療養又は医療に係る助成について

適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお

従前の例による。 

附 則（平成１９年条例第１０号） 

１ この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の大田市福祉医療費助成条例の規定は、平

成１９年４月１日以降に受ける療養又は医療に係る助成について適

用し、同日前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお従

前の例による。 

附 則（平成２０年条例第１０号） 

１ この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の大田市福祉医療費助成条例の規定は、平

成２０年４月１日以降の療養又は医療に係る助成について適用し、



同日前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお従前の例

による。 

附 則（平成２０年条例第２７号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の大田市福祉医療費助成条例の規定は、平

成２０年４月１日以降の療養又は医療に係る助成について適用し、

同日前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお従前の例

による。 

附 則（平成２３年条例第１９号） 

（施行期日） 

この条例中第１条、第３条及び第５条の規定は、公布の日から、第

２条、第４条及び第６条の規定は、平成２４年４月１日から施行する。  

附 則（平成２４年条例第５０号） 

この条例は、平成２５年４月１日から施行する。ただし、第３条、

第６条及び第８条の規定は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年条例第２７号） 

１ この条例は、平成２６年１０月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の大田市福祉医療費助成条例の規定は、平

成２６年１０月１日以後に受ける療養又は医療に係る助成について

適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお

従前の例による。 

附 則（平成２６年条例第３８号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条第３項第６

号の改正規定は、平成２７年１月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の大田市福祉医療費助成条例第２条第３項

第６号の規定は、平成２７年１月１日以後に受ける療養又は医療に



係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る助成

については、なお従前の例による。 

別表第１（第２条関係） 

１ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）に定める被保護者  

２ 第２条第１項第１号に掲げる者であって、助成期間が１年を経

過したもの 

３ 第２条第１項第１号から第６号までに掲げる者のうち２０歳以

上の者であって、交付申請日（第４条第２項の更新の場合にあっ

ては医療証等の更新を受ける日。以下「交付申請日等」という。）

の属する年の前年の所得（交付申請日等が１月１日から６月３０

日までの日である場合は、前々年の所得）が、交付申請日等にお

いて特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令（昭和５０年

政令第２０７号）第７条に規定する額を超えるもの 

４ 第２条第１項第７号に掲げる配偶者のない者の養育する児童に

係る扶養義務者（配偶者のない者及び児童と生計を一にするもの

に限る。）又は配偶者のない者が、交付申請日等が属する年の前

年の所得税（交付申請日等が１月１日から６月３０日までの日で

ある場合は、前々年の所得税）を課せられている場合（所得税法

等の一部を改正する法律（平成２２年法律第６号）第１条の規定

による改正前の所得税法第２条第１項及び第８４条第１項の規定

を適用したならば所得税が課せられない場合を除く。）における

当該配偶者のない者及び児童 

別表第２（第３条関係） 

区分 控除額 

入院 入院外 

１ ２及び３以外の者に係る助成 円 円 



２０，０００ ６，０００ 

２ 市町村民税世帯非課税者に係る助成 ２，０００ １，０００ 

３ 第２条第１項第２号から第６号に掲

げる者のうち２０歳に達する日以後の

最初の１０月１日までの間にある福祉

医療対象者に係る助成 

２，０００ １，０００ 

備考 この表において、「市町村民税世帯非課税者」とは、福祉医

療対象者のうち、その属する世帯のすべての世帯員について、交

付申請日等の属する年度の市町村民税（交付申請日等が４月１日

から６月３０日までの日である場合は、前年度の市町村民税）が

課税されていない者をいう。 

 


